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議会基本条例制定のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続的に議会改革を行い、市民の負託に的確にこたえるため、 

 

 

を制定します。 

 

浜松市議会基本条例 

地方自治法（第６章 議会） 
議員の任期、議会の権限、定足数など（第 89条～第 180 条） 

日本国憲法（第８章 地方自治） 
議会の設置、二元代表制など（第 92条～第 95条） 

・自治法第 91 条第 1 項に

基づき、議員定数を定め

ること 
 

・自治法第 109 条第 9項に

基づき、委員会条例を定

めること 
 

・自治法第 120 条に基づき

会議規則を定めること 

・自治法第 96条第 2 項

に基づき、「基本構

想・基本計画の策定

等」について議会の

議決事件に追加する

こと 

 
・自治法第 100 条第 14

項に基づき、政務活

動費に係る領収書添

付を義務付けること 

法
で
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と 

自治体議会が自ら定

めること 

・議員の責務 

・議員の役割 

・会派の結成 

・本会議・委員会の公開 

・賛否の公表 

・広聴広報の充実 

・質問等の充実 

・議員間の討議の活用 

・議会改革の推進 

法律で自治体議会が定

めなければならないと

されていること 

法律に基づき自治体

議会が規定できるこ

と 

市 民

市 長市 議 会

選挙 選挙 
条例･予算の提案 

議決･調査･検査 
二 元 代 表 制 

(執行機関) (議決機関) 


